
 

 

 

 

 

日本記者クラブ 

シリーズ企画「３.１１大震災」 

除染、雇用、医療、教育が大きな課題 

川内村で生活する生きがいを取り戻す作業が続く 

 
遠藤雄幸 川内村村長 
増子輝彦 民主党副代表（参議院議員） 

２０１３年２月２１日 
 

「同じ被災を受けた人間同士が被災者を非難したり、中傷したりしている。ま

さにこの原発の最大の被害は、住民の心を分断していること。同じ村民でありな

がら、同じ隣同士の家でありながら、なかなか、いままでなかったようなことが

起きているということで、とても残念には思っています」。「帰村宣言」から 1 年

が過ぎて、遠藤村長は村民同士が分断されている状況を語った。「戻りたい人から

戻りましょう」と、八町村の中で最初に遠藤村長が「帰村宣言」をしたのは昨年

1月 31 日。4月には役場機能も戻し、行政サービスも整えた。昨年 11月までに元

の人口の 4 割に当たる 1,163 人が帰村したが、子どもたちの帰村はまだ 2 割程度

にとどまっている。森林や農地の除染をどこまでやるのかという問題は残り、除

染した後の廃棄物を処理する中間貯蔵施設の建設も遅々として進まず、村の前途

に立ちふさがっている。福島県選出の増子参院議員（民主党副代表）は「永田町

や霞が関では原発事故は風化しつつある」と指摘した。 

 

司会：瀬口晴義 日本記者クラブ企画委員（東京新聞論説室論説委員） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  
http://www.youtube.com/watch?v=cuxohiTChJQ 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cuxohiTChJQ


 

 1

司会：瀬口晴義・企画委員（東京新聞論説室論

説委員） きょうは、シリーズ企画「3.11大震災」

です。東日本大震災から間もなく丸 2 年が近づい

てまいりましたけれども、お 2 人のゲストに来て

いただきました。 

川内村の遠藤村長には 2年前の4月 5日にも、

ほかの 7町村長さんと一緒にこの記者クラブの会

合にも来ていただきました。 

遠藤さんといえば、昨年の 1月、いち早く帰村

宣言をされ、いま、村の人たちが戻りつつあるそ

うです。とはいえ、いろんな困難も抱えていらっ

しゃると思うのですが、その辺のことをお話しい

ただきたいと思います。 

現在、民主党副代表を務めていらっしゃる増子

輝彦さんは福島出身の参議院議員ですけれど、原

発事故の後、民主党の災害対策本部長などを務め

られております。 

では、きょうはお二方にそれぞれ、震災から 2

年を迎え福島が抱える現状と、抱えている困難や

問題等について率直にいろんなお話をしていただ

き、質疑応答していきたいと思います。 

申しおくれましたけれども、私は日本記者クラ

ブ企画委員の東京新聞の瀬口と申します。よろし

くお願いいたします。 

では、遠藤さんからよろしくお願いいたします。 

 

遠藤雄幸・川内村村長 ただいまご紹介いただ

きました福島県川内村村長の遠藤雄幸といいます。

本日はこのような機会を与えていただきまして、

心より皆様方に感謝を申しあげます。 

ただいま司会者からお話がありましたように、

昨年の1月 31日に、戻りたい人から戻りましょう

と。あわせて、心配な人は様子をみてからでいい

んだよ、というふうなことで帰村宣言をしました。

それから本当に丸々1 年です。役場機能を本来の

ところに戻しまして、昨年の 4 月から行政サービ

スを再開いたしました。ですから、役場を戻して

から間もなく1年になるということであります。 

帰村宣言については、何の制約や制限があるも

のではありませんが、センセーショナルだったな

というふうに、いま振り返ってみますと、自分自

身もそんなふうに感じております。 

いろんな壁がありまして、戻るのには早いので

はないかというご指摘もありました。あるいは、

もうすでにそのときに川内村のほうに 250 人ほど

村民たちが戻っておりました。戻っている村民に

してみれば、やはり 1日も早く戻って行政サービ

スを展開してほしいという思いもありました。さ

らには、県外にもお子さん連れで避難している人

たちの中には、やはりまだまだ除染やインフラの

整備ができていない中での帰村宣言は理解できな

いというご指摘もありました。戻れる人もいます

し、あるいは、もう仮設や借り上げの生活がかな

りストレスで、役場機能が戻るなら戻りたいとい

うような人たちもいました。 

そういうすべての思いを受けとめて、やはり戻

れる環境があるならば、その可能性を広げていこ

うと。ですから本旨は、まず最前線に役場機能を

戻していこうというのが帰村宣言の本旨でありま

した。 

帰村宣言から1年 

1 年がたちました。「振り返ってみていかがで

すか」と皆さんによく言われますけれども、自分

の家、ただ単に自分のふるさとに戻るだけなんで

すけれども、どうしてこんなに難しいのかなとい

うことを感じてきた1年でありました。 

何といっても、やはり放射性物質が降り注いで

います。線量は低くても、本当にそこで安心して

生活ができるかどうかということは、やはり心の

問題でありますので、まずはさまざまな壁を乗り

越えていく、そのスタートはやはり除染だという

ふうに思っておりました。前例があるわけではあ

りません。どのような方法がいいのか、あるいは

どのくらいの費用がかかるのか、果たしてその結

果はどうなのか、いろんなことを知らないままに

といいますか、とりあえずやれることをやってい

こうということでスタートしました。 

昨年の 4 月には、役場機能が戻ると同時に 520

人の村民たちが戻ってこられました。1年過ぎて、

いま、昨年の 10 月末、11 月の初めのアンケート

ですと、約4割の方、1,163名が戻っております。

しかし、まだ 6割の方が避難を余儀なくされてい

るのが現状であります。 

最初の最大のテーマであります除染は、今月の

16 日に旧緊急時避難準備区域については 100％終

わりました。旧警戒区域、国が直轄でやる除染は

8割ちょっと進んでおります。ですから、3月まで

には、いまちょうど川内のほうは雪が例年になく

多いものですから、少し悪戦苦闘ですけれども、3

月くらいまでには終わるかなというふうには思っ

ています。 

森林除染をどこまでやるのか 

除染の効果です。4 割から 6 割減衰しておりま
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す。しかし、家の周り、あるいは里山が近くにあ

るようなところは、やはり減衰の率も少ないとこ

ろもあります。昨年のワーキンググループが

20mSv 以下というような一定線を出しましたけれ

ども、ところが住民の人たちはそんなこと聞いて

いられません。やはり１mSv 以下でなければ戻ら

ないという人たちが大部分です。空間線量でいい

ますと0.23μSvですけれども、極めてこの数値は

高いハードルです。 

私のところ、いま現実的に除染を終わりまして、

大体4割のところは空間線量が0.23を下回ってお

りません。大部分は 0.3 から 0.5 くらいのところ

で、7 割くらいでしょうかね。それからもう少し

高いところもありますけれども、総じて年間積算

線量が5mSv以下、空間線量でいえば0.9以下のと

ころが大部分です。 

除染に関しては、やはり課題も多いです。想像

以上に除去物が出ているということです。私のと

ころでは、いま 5ha くらいの広さのところを 4カ

所、仮置き場を設定しております。いま、1 つは

もう満杯です。フレコンバッグに除去物を入れて、

そして搬入しておりますけれども、約 4 万 5,000

個から 5万です。これが合計で 4カ所あります。

国直轄のほうで 2カ所、それから村で直接やれる

除染の作業の除去物の仮置き場が 2カ所というこ

とで進めております。 

仮置き場がこのように設置できる川内村はまだ

恵まれております。住民たちも、やはり自分の家

の後ろには置きたくないねというのが本音であり

ますが、どうしても除染をしないと戻れない。そ

のためには仮置き場の必要性は仕方がないなと。

だれしもが納得してウエルカムという状況ではあ

りません。もう仕方がないよというところで住民

たちには理解を、協力していただいております。 

さて、そこでもう 1 つ問題なのは、その仮置き

場から 3年後に運び出す中間貯蔵施設です。いま

国のほうで沿岸部の 3つの町が指定されています

が、なかなか住民の理解を得るのには時間がかか

っています。私どもの仮置き場も 3年で運び出す

ということを明言しております。これは国と住民、

あるいは村が間に入った約束です。ですから、3

年以上仮置き場に除去物を置くなんていうことは、

これはもう約束違反になりますので、どんなこと

をしても運び出すという、そういう約束をした上

で仮置き場を住民に協力してもらっています。で

すから、中間貯蔵施設が進まないということは、

これはなかなか悩ましい問題だというのがいまあ

ります。 

それからもう 1つは、やはり先ほど言いました

ように、1 つの目標である 0.23μSv、1 年間の積

算線量が1mSv以下にならないと、これはどうして

いくのかというところ。それから福島県は約 7割

が森林です。僕のところは 9割近くが森に囲まれ

ていますので、今後、森の、森林の除染をどうす

るのか。なかなか国としては効率的な方向性──

森林の除染をどうするか、そのものもなかなかま

だ結論が出ていません。ですから今後、除染の課

題としては、やはり中間貯蔵施設の問題と、さら

には森林の除染をどうするのかというところです。

森に囲まれている川内村にとりまして、森林の除

染をしないという選択肢はないというふうに思っ

ております。 

それからもう 1つは雇用です。川内村は、震災

前は沿岸部、原発の立地地域の富岡や楢葉、大熊、

双葉、こういったところに働き場所として通勤を

していた村民も数多くおりました。現在、事故収

束のために、中には戻って原発の作業に携わって

いる人たちもいますが、中にはもう原発に関連す

る仕事をあきらめるというので職をなくしている

人たちもいます。もともと川内村の中では、いろ

んな小さな製造業やアパレル産業がありまして、

そういうところに勤めながら、あるいは役場の職

員とか郵便局とか農協に勤めながら農業をやって

いたというのが主たるところです。ですから、働

く場所がないということは、やはり今後、農業や

畜産や林業にも影響してきます。ですから、何と

か働く場所を確保していくということが課題とし

ては除染に次ぐ大きな課題でした。 

きょう、この会場にも大阪のコドモエナジーの

岩本泰典社長が来られていますが、おかげさまで

私どもは 3つほど民間の企業に手を挙げていただ

いて、すでに 2社が操業しております。雇用人数

は、菊池製作所で37～38人、それから四季工房と

いうハウスメーカーなんですが、ここで 3人。今

後、ことしから来春にかけてコドモエナジーさん

も操業が始まりますので 30 人から 40 人。4 月か

らは水耕栽培ということで野菜工場をいまつくっ

ております。これで、当初は 10 人、将来的には

20人ぐらい。 

雇用の確保と医療環境の整備 

雇用の確保は、そういう意味では想像以上に進

んでおりますが、いまここに来てやはり問題は、

働く人をどう確保していくかということです。企

業が求めるような良質な労働力を川内村だけでは

なかなか確保できないというのが現状であります

し、あるいは適性もあります。いま来ていただい
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ているのは製造業ですので、中にはサービス業や

福祉の場で働きたいという人たちがいます。こう

いうところがないと戻れないという人のためにも、

ことしは商業施設を、何とか商工会の皆さんが立

ち上げる準備に入っています。さらには来年の操

業を目指して特養施設の80床の介護施設を、いま

計画して進めております。少しずつ、数もそうで

すけれども、業種、種類を少し増やして選択肢を

多くしていかないと難しいなと感じております。 

働く場所、それからやはり医療環境です。もと

もと川内村には診療所がありまして、内科と歯科

の 2つの科がありました。去年の 4月から戻って

から、整形外科と眼科と心療内科が川内村の診療

所で診察ができるようになりました。医療環境に

ついては震災前よりかなり充実はしておりますけ

れども、ただ、やはり重篤の場合、あるいは救急

搬送、入院ということは、川内村だけでは賄うこ

とができません。震災の前は隣の富岡町や大熊町、

双葉町の総合病院とか専門病院に通院していまし

たので、こういう人たちはいま避難先の郡山市や

いわき市の病院にかかっております。ですから、

治癒あるいは一定程度の治癒の期間が終わらない

と戻れないというような人たちもおります。 

それから、やはり子どもたちの教育環境です。

お母さん方はどうしても低線量被曝への健康影響

を心配して、ゼロでなければ戻れないという方も

いますが、なかなかこれは川内村にとっては難し

い条件だなというふうに思います。 

それから、避難しているところがいま郡山市や

いわき、さらには県外のところにも 400 人ほどい

ます。県外に避難している人たちの中には、やは

り子どもを避難させた家庭が多いんですね。もう

新しい学校で新しい友だち、新しい先生のもとで

なれ親しみながら子どもたちは学校で学んでいま

す。こういう子どもたちがやはり戻ってくるかと

いうと、時間がたてばたつほど難しいなというふ

うに感じています。 

自治体が存在していくために不可欠なものは何

なのか、あるいは住民が生活していくために必要

なものは、こんなことを 1 つ 1 つ、いま、この 1

年点検してきた気がしてなりません。そういう面

では僕自身も勉強になりましたし、川内村が今後

存続し続けるためには、やはり自分のところであ

る程度完結できるインフラ整備をしていかなけれ

ばいけないのかなというふうに思っております。 

震災から 2年、戻ってきてから 1年になります

けれども、一言で復興と言えば、やはり川内村の

村民であること、川内村で生活する、そういう誇

りといいますか、農山村でする生きがい、こうい

うことを取り戻す作業なんだなということをつく

づく感じております。2 年という期間、避難先が

都会で、都会の利便性も十分もう感じています。

一歩町に出ると買い物や病院も選択肢があります。

あるいは、時には文化的な触れ合いも十分感じて

おります。戻りたいけれども、都会の生活を手放

したくない。避難している住民の人たちは、いま、

せめぎ合いをしているのではないでしょうか。 

ただ、いまこういう環境であるというのは非常

に川内村にとっても運がよくて恵まれているなと

いうふうに思います。まだまだ双葉群全体、戻れ

る環境をつくるには時間がかかります。やはり時

間がたてばたつほど住民たちは、もう新しい生活

を始めていますし、戻れないのではないでしょう

か。2 年という、風化していくのがとても怖いで

す。やはり復興するためには時間がかかるという

国民の合意も必要だと、長い目でみてほしいとい

うのが切なる願いであります。 

まだまだ語り尽くせないところはありますが、

もう一歩踏み出しました。後戻りはできません。

何とか新しい──悲しいですけど、一昨年の3.11

の以前には戻らないというふうに思っています。

もう新しい村づくりをしようというふうに思って

いますので、また皆さん方のご指導を賜りたいと

思います。本当にきょうはどうもありがとうござ

います。 

 

司会 どうもありがとうございました。では、

増子さんのほうから。 

 

増子 増子輝彦でございます。きょうはこうい

う機会を再びちょうだいして、御礼申しあげたい

と思います。 

いま、遠藤村長からもいろいろお話がありまし

た。私ども、政権を得てから程なくしてこの東日

本大震災と東京電力第一原発の事故が起きてしま

いました。早いもので、間もなく 2年を迎えよう

といたしておりますが、一番心配していることは、

いま遠藤村長からも話がありましたとおり、風化

してしまうのではないかという心配を、私は大変

強く思っています。 

永田町や霞が関で進む風化 

極端な話、永田町や霞が関では、もうほぼ風化

しつつあるなと。霞が関でも、この震災対応をし

ている方々はそれぞれ大変一生懸命やっていただ

いていますが、世の中の動き、政治の変化によっ
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て、やはり何か遠いところに行ってしまっている

ような感じを、福島県選出国会議員として、いま

強く感じているところでありますので、何よりも

風化させてはいけない。特に原発の事故は廃炉ま

で完全にいかなければ、これは本当に終息したと

は言えませんので、これから 30 年、40 年、放射

能との戦いをしていかなければいけない福島県民

にとっては、とにかくみんなで頑張っていかなけ

ればいけないという思いの中で、私は県選出国会

議員として、とにかく風化をさせないということ

を、まずいま強く感じているところでございます。 

こういう状況の中で、やはり民主党政権として

何をしなければいけなかったか。当然、その第一

番目は、原発のこの事故の完全収束をするという

ことが、何よりも私は第一番目だといまも思って

おります。野田総理が当時、収束宣言をいたしま

したが、あの発表前に私は細野大臣とかなり激し

くやり合いまして、収束宣言はありませんよとい

うふうなことでだいぶやり合ったことをきのうの

ことのように覚えておりますが、いまもってそれ

ぞれのプラント、放射能が出ていることは紛れも

ない事実であります。先般の予算委員会で安倍さ

んも「収束」という言葉は使わないというような

話をされておりますが、何はともあれ、私たちは

原発の完全収束が一番すぐにやらなければいけな

い最大の課題だと思っているところであります。 

と同時に、これからの福島の復興・再生のため

にさまざまな課題があります。私は申しあげてい

るのは、除染、賠償、そして風評被害、町外コミ

ュニティの作成、そして子どもに対する支援、こ

のことが大きなキーワードとしてあるだろうとい

うふうに思っているわけであります。いまもって

16 万人の方々が県内外に避難生活を強いられて

いる。特に私が心配しているのは、1 万 8,000 人

の子どもたちが県外に避難をして、いまだ戻れな

いという状況、そして福島県にいる子どもたちも

それぞれ不安を抱えながら、子どもたちの将来、

未来に向けて本当に大丈夫なのだろうかというこ

とを心配しながら生活をしている若いお父さん、

お母さん初め県民の皆さんのことを思うと、1 日

も早い、この 5 つのキーワードの中で福島の復

興・再生をしなければいけないということであり

ます。 

と同時に、震災対応ということになりますと東

日本大震災の宮城や岩手も含めて、復興庁の設置

ということが何よりも実は重要でありました。1

年がもう過ぎましたけれども、1 年の間に本当に

復興庁を設置して、より具体的にそれぞれの地域

の復興ができたのかといえば、足りない、遅い、

漏れているというご批判はちょうだいいたしまし

たけれども、あれだけの災害の中で、私はそれな

りに民主党も一生懸命頑張ってきたと。まだまだ

不十分なところはありますが、やはり復興庁を設

置して、いま復興に全力で当たっているという状

況の中で、復興庁の設置は大きな転換期であった

ろうと思います。 

と同時に福島のことについては、福島特措法を

つくり上げました。やはり福島だけは原発災害と

いう特殊な事情がありますので、この福島特措法

の制定ということがやっぱり重要なポイントだっ

たと思います。これにつきましては、先ほど申し

上げたとおり、いつまでもこの災害が続くのかと

いうことを含めれば、復興庁は時限立法でありま

したけれども、福島特措法は時限立法ではありま

せん。恒久法という形の中で、これは私たちはつ

くり上げたわけであります。福島県の災害が、こ

の福島県の原子力災害が完全収束するまで、やは

り恒久法として、国として責任を持っていかなけ

ればいけない。 

国は加害者 

私は、予算委員会でも当時の菅総理やいろいろ

な方々に質問させていただいたときに、国は加害

者ですかと、当然電気事業者としての東京電力は

加害者であっても、国がそのような立場にあるか

どうかということをはっきりと、やはり私たちは

確認をしなければいけないということで、国のそ

の責任論という形の中で、国も加害者であるとい

うことを当時の菅総理から私はしっかりと言質を

とらせていただきました。そういう意味では、国

も加害者であれば、福島の復興、そしてもちろん

東日本大震災の被災地の皆さんにとっても、これ

らの問題、しっかりと災害復旧を含めてやってい

くことは当然のことであります。ですから、福島

の特措法については、恒久法でやらせていただい

たということでございます。 

この間、私たちが思うことは、やはり縦割り行

政というものが大きな弊害があったということを

発災以来強く感じております。国と地方と、そし

てその中にある県と地方自治体、この縦割り行政

がなかなかうまく機能していなかった。これは実

は福島復興もそうでありますが、いまもってそう

いうところも残っているわけであります。縦割り

行政の弊害を私たちが完全に払拭できなかったと

いう反省をいまも持っているわけであります。こ

の縦割り行政の弊害を、1 日も早く新政権の中で

もしっかりとやってほしいというのが私の率直な

気持ちでございます。 
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そして、いま福島の復興・再生のために大事な

ポイント、先ほどキーワードの 5つを申しあげま

した。その中でも特に私は、中間貯蔵施設の設置

というものが急務であろうと。先ほど遠藤村長か

らもありましたけれども、除染をするにしても、

この中間貯蔵施設ができなければ、実は除染が完

全に進まないのです。それは、福島県59市町村が

それぞれ仮置き場をつくろうといっても、なかな

か地域住民の皆さんからのご理解が得られません。

仮置き場が、最終的には中間貯蔵施設から最終処

分場になってしまうのではないかという心配、不

安を、地域住民の皆さんはお持ちになっているん

です。仮置き場ができたとしても、その 1つの自

治体の中で、その行政区の中でしか受け入れられ

ない。キャパがかなりあったとしても、そこには

ほかの町、いわゆる同じ自治体の中の地域から受

け入れられないということが当然のごとく、この

仮置き場の問題としてあるわけであります。仮置

き場ができなければ除染が進まないのです。 

中間貯蔵施設の設置が急務 

ですから、環境省にも随分強く申しあげました。

あるいは復興庁ともよく相談をしました。仮置き

場から中間貯蔵施設に進めるために、何としてで

も中間貯蔵施設を早くつくるということに進まな

いと、福島県の復興・再生はありませんと。実は

双葉3町の中で12カ所の、この設置のための予備

調査が発表になりましたけれども、これもなかな

か十分理解が得られないまま、まだ 1 カ所たりと

も具体的に調査に入れていないという現状を考え

るときに、やはりここを 1日も早くしっかりとや

っていかなければいけないと。もちろん、産業復

興あるいは風評被害等さまざまな問題があります

けれども、私は何よりも中間貯蔵施設の設置が最

大のポイントだろうというふうに思っているとこ

ろでございます。 

こういうさまざまな課題に取り組んでまいりま

したけれども、昨年の 12月 16 日の政権交代とい

う状況になったときに、私たちも今度の新政権の

中で協力すべきことは全面的に協力したいと思っ

ています。特に本県福島県から 2人の大臣が誕生

いたしました。これは率直に言って私はよかった

と思っているんです。やはり本県の事情をよく知

っている方々がそれぞれの役職につく、大臣につ

くということは、本当によかったと思っているん

です。 

ですから、私たちは、民主党は野党になったと

いえども、足を引っ張るようなことは基本的にい

たしません。福島の復興・再生のためには超党派

という立場の中で全面的に協力をしていきたいと

思っておりますので、新政権のもとで 1日も早い

復興がスピード感を持って進むことを期待をいた

しておりますし、私どもも最大限の協力をしてい

きたいと思っています。 

民主党政権時代に福島復興会議というものを設

置いたしまして、7 回ほど、それぞれの自治体の

皆さんや各種団体の皆さん、もちろんさまざまな

個人の方々のご意見もいただき、この対応をして

まいりましたけれども、今後について私どもも、

ようやく新政権の体制が整いましたので、我々も

野党という立場の中から、しっかりと福島県の復

興・再生の対応をこれから具体的に進めていきた

いと思っています。 

党の中では私が副代表を兼ねて、福島の原発復

興の特命担当という役を政調会長代行から引き続

きちょうだいいたしましたので、このことに取り

組んでまいりたいと思っています。そして新政権

の体制の中で、若干、いま私が要望をいたしてい

るところは、形は整った。復興再生総局という形

で、それぞれの行政の縦割りと同時に役所間の横

連携ができないものを 1 つにしようということで、

復興庁と、そして環境再生事務所と、それから賠

償を中心とした経済産業省中心の対応する部署が、

1つの再生総局ということになりました。 

ただ、形はつくったけれども、このところに具

体的な運用をどういうふうにするかということが

まだ十分みえていないという問題があるのかなと。

ぜひここのところを、抽象的な形ではなくて、形

をつくっただけではなくて、できるだけ早く具体

的な運用という問題に取り組んでほしいというこ

とであります。 

双葉郡8町村それぞれの事情 

それから、双葉郡の 8カ町村、それぞれ地域事

情がみんな違うんです。大熊町と双葉町、原発立

地のこの 2つの地域の状況。そして大熊町や双葉

町の中でもまた違うんです。ですから、川内村の

遠藤村長さんが昨年の1月31日にいち早く帰村宣

言をされました。大変ご苦労しながら一生懸命頑

張っているこの姿、本当に申しわけない気持ちと

同時に、一生懸命頑張ってほしい、できるだけの

ことはご支援をさせていただきたいという考えを

持ちながら我々も取り組んでいるわけですが、双

葉郡 8 カ町村のそれぞれによっても、みんな地域

事情が違うんです。ましてや福島県59市町村、そ

れぞれ違いがいっぱいあります。この違いという

ものをどのようにしっかりと再生総局をはじめ国
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のほうが理解をしていくか。個々の地域事情の違

いというものを十分把握をしながら、それぞれの

地域に寄り添った形の中で、法律と地域事情のす

き間をどのように埋めていくかということが今後

の最大の課題の 1つだと思っていますので、随分

私どもの各大臣や政務三役も足を運んでいただき

ましたので、自民党、公明党、この連立政権の中

でもどんどん大臣や政務三役が現場に足を運んで、

地域の事情を自分の目と心で把握をしていただき

ながら、法律とのすき間を埋めてほしいなという

ことであります。 

そしてもう 1 つは、やはり予算をどのような形

で具体的につけていくかということ。基金だけで

はなかなか運用できないんですね。この予算のつ

け方をどういうふうにしていくかということをし

っかりともう少し積極的にやってほしいというこ

とが私の要望でございます。 

そして、やはりいま福島県だけではなくて、東

日本大震災の地域で大きな問題になっているのは、

人的不足、そして資材の不足、資材の高騰という

問題が出ております。これはずっとここしばらく

出ているんですね。例えば除染の問題。ゼネコン

を中心として、この仕事を受けると中抜きをされ

て、3層、5層と末端に行くと、実はかなりの単価

になってしまう。そういうことが不適切な除染と

いうことにもつながっていることは間違いありま

せん。 

私が浪江の町長さん、あるいは大熊の町長さん

と 2回ほど現場を視察に行ったときも、こういう

除染の仕方で本当に大丈夫なんだろうかというこ

とを、野田総理にも同時、実は報告をしながら、

いろいろ注文をつけたことがございます。ここの

ところをしっかりと、人手不足、そして資材不足、

資材の高騰、いま新しい補正や予算の中で公共事

業がかなり広がっておりますので、福島に集まっ

てきた人たちがそれぞれの地域に戻ってしまうの

ではないかという形の中での心配もありますので、

復興の遅れというものが、あるいは東日本全体の

復旧・復興というのが、こういう形の中で遅れて

しまうのではないかと。ここのところもしっかり

と実はやってほしいなと思います。 

そして最大のポイントのもう 1つは、復興再生

総局ができたわけであります。ここに権限と財源

を完全に委譲してほしいということなんです。東

京にある復興庁の本体と、それと出先、二者体制

といいますか、2 つの体制でやるということにな

りますが、また遠藤村長さんを始め多くの皆さん

が復興再生総局に行けばすべてが事足りるという

状況になっていただかないと、そこでまたらちが

明かない、話が進まないといって本庁に、霞が関

に来るようなことであったのでは、やはりこれは

何のための体制づくりだったのかなということが

ありますので、ぜひ福島復興再生総局の中で、権

限と財源を全面的に委譲してほしいということが

私の要望であり、期待をしているところでござい

ます。 

同時にまた、先ほども問題提起が遠藤村長さん

からもありましたが、線量の基準の問題というの

は、やはり福島県民の多くの皆さんの最大の悩み

の 1つでもあります。このところは、「子ども・

被災者支援法」という議員立法を私たちが超党派

でつくりましたが、なかなか具体案として形にな

らないのは、この線量の問題と、地域の規模をど

うするかというところが最大のネックになってお

りまして、ここは20mSv、追加線量の1mSv以下と

いうことを、どのような形で早く具体的にしてい

くかが大変重要だと私は思っております。 

いずれにしても、福島復興、この約 2年の間、

十分でなかったということを反省しながら、しか

し、私たちは政治の立場の中で、全力で福島復興

再生をやること。当然、特に子どもたちの未来が

大変心配でありますから、福島に本当に新しい時

代の福島県がつくれるように最大限の努力をして

いきたいと思っています。8 カ町村はもちろんの

こと、この原発被災に苦しむそれぞれの県民の皆

さんに、私たちもいままで以上に寄り添いながら、

国の立場の中でしっかりと取り組んでいきたいと

ういうことを、この 2年間における 1つの流れと

して申しあげましたけれども、あとまたいろいろ

ご質問があったときにお答えをさせていただきた

いと思います。きょうは本当にありがとうござい

ました。 

 

司会 どうもありがとうございました。では、

代表して私のほうからいくつ質問をさせていただ

きたいとおもいます。 

まず、遠藤村長。住民の方が 4割戻ってこられ

たということですけれども、子どもは 2割ぐらい

ということですね。 

長引けば長引くほど、戻ってくるのは難しくな

るんじゃないかという話があります。去年10月に

運動会を小学校でやられたということで、県外へ

避難している子どもも戻って来て久々に明るい声

が響いたということなんですけれども。子どもと

残って暮らしている親御さんたちと、県外あるい

は県内でもいいんですけれども、避難している親

御さんたちの間で、確執というのではないですけ
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れども、意見の違いはかなり大きいものがあるん

でしょうか。 

 

遠藤 大きいか小さいかはわかりませんけれど

も、そういうとらえ方の違いはあるなというのは

感じておりますね。当然、県外に避難している人

たちにしてみれば、自分自身が避難しているわけ

ですから、やはりその立場を正当化するために、

自分のふるさと、あるいは福島県が、まだ戻れる

状況ではないよというふうなことは感覚的にはい

ろんな情報の中ではとらえているのではないでし

ょうか。 

戻ってきている家庭は、避難をして、子どもた

ちが中には不登校になったり、精神的に落ち込ん

で新たな環境になじめなかったりしていた子ども

たちも含まれています。ですから、戻れるならば

戻りたいというようなことを考えておりました。

ですから、役場機能が戻り、学校を再開したとき

には戻りたいというようなことで戻ってこられた

んですね。 

原発事故の最大の被害は心の分断 

いま一番心配しているのは、やはりこういう立

場の違い。同じ被災を受けた人間同士が被災者を

非難したり、中傷したりしている。まさにこの原

発の最大の被害は、住民の心を分断していること。

同じ村民でありながら、同じ隣同士の家でありな

がら、なかなか、いままでなかったようなことが

起きているということで、とても残念には思って

います。 

 

司会 あと森林の除染ということがこれから大

きな問題になってくるということですが、先ほど、

里山の近くではなかなか除染の率が落ちなかった

という話がありました。森林の除染というのはな

かなか難しいと思うんですけれども、これは具体

的にどういうふうに想定されているんですか。 

 

遠藤 前例がありませんので、おそらくイメー

ジとすれば、汚れたものを、例えば樹木があれば

切って、そして下に落ちている落ち葉をかき出す

ということは想像できると思いますが、これを短

時間でやれば、当然、森林の持つ機能が失われて

いきます。例えば涵養（かんよう）であったり、

景観であったり、それから災害の防止ですよね。

こういった役割を果たしてきたものが、そのこと

によって失われていく。本末転倒なことが起きて

きてしまうのです。ですから、やはり時間をかけ

ていくということ。 

それからもう1つ、僕のところは除染をやって、

旧準備区域のほうは約100億です、除染の費用が。

本当にこれ、今後、国が出し続けることが可能な

のか……。ですから、こういうコスト意識も当然

高まってくるだろうし、これだけお金を投下すれ

ば、当然結果も求められます。僕は、除染はマイ

ナスからのスタートなので、費用対効果でははか

れない、当然、いくらお金かかってもゼロのとこ

ろまで持っていかなければいけない、やらないと

いう選択肢はないというふうに思っていますが、

現実問題として、いまの日本の置かれている中で

これだけのお金を本当に──川内村だけではなく、

ほかのところもそうですけれども――出し続ける

ことができるのかということはあります。 

 

司会 増子さん、いまのことに関連して何かご

ざいますか。 

 

増子 最初の地域のあつれきという問題がある

んですが、これは本当に人の心をだめにしますね。

避難生活を強いられている方々に、実は 1人当た

り 10 万円という形の東電からの賠償が出ている

んですが、例えば郡山市でも、いわきでも、福島

でも、そういう方々たくさんいらっしゃいます。

そうすると周りは、時間の経過とともに、あの人

たちは月10万円 1人もらって、ぬくぬくと生活を

していると。パチンコ屋に毎日入り浸りだとか、

そういう批判が実は出ているんです。これもかな

り早い時期から出てまいりました。 

それから今回、財物賠償というものが出てまい

りますと、数千万単位の賠償が実は入ってくるん

ですね。こういう問題で、ねたみとか、あるいは

そういったいろいろな問題が出てくるんですね。

私はよく言うんです。じゃあ、あなたは原発災害

で一瞬のうちに家から追われて、地域から追い出

されて、生活、人生が、ある意味では狂ってしま

ったような生活のほうが、月10万円もらうならい

いんですかと、よく後援会の人たちとも口論をす

るんです。こういう実態というものは、やっぱり

私は原発災害というものは本当に恐ろしいなとい

う思いを強く持っています。 

ですから、ここのところは我々注意しなければ

いけない。被災者の皆さんに対する非難、あるい

はそういうねたみ、さまざまな課題をどう克服し

ていくかということをしっかりとやっていかなけ

ればいけないなという責任を、私もある意味では

感じているんです。ここはぜひ皆さんにも、原発
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被災というこの大変な状況というものをよくご理

解をいただいて、そういう話を聞いたら、ぜひそ

の問題についてもいろいろとお話しいただければ

ありがたいと思います。 

除染をどこまでやるのか 

除染の問題、これも実は本当に大変莫大な費用

がかかりますよね。森林の除染はもちろんのこと

ですが、例えば双葉郡 8カ町村プラス 3つの地域

の皆さんの地域の除染だけではなくて、福島県の

いわゆる人口集積の一番多い中通町という福島、

郡山を中心とした地域。これは線量は、私から言

えば、決して危ない線量ではありません。安心で

きる線量と言っても私はいいと思っているんです

が、しかし、安全基準は数字では示されるんです

が、安心基準は数字では示されないんですね。そ

こに住む方々が、何を基準にしてその安心基準を

つくり上げるかというところ。そうすると首長さ

んは、1 戸 1 戸の除染をしなければいけないとい

う状況に、ある意味では都市間競争のような状況

に追い込まれるんです。 

例えば、福島では 11万戸、郡山でも 11万戸近

く除染をします。屋根や外壁までやると、1 戸当

たり150万ぐらいかかる。11万戸すべてにこれを

やったら 2,000 億弱のお金がかかります。郡山も

全く同じ状況で、郡山は75万ぐらい。屋根と外壁

はやらないということがほとんどなんですが、こ

の除染の費用というものは莫大なお金が今後また

かかってくる。農地除染、森林除染。ですから、

除染というものをどこまでやるかということ。本

当にこれは重要な課題だと思っています。 

ただ、福島県、7 割が森林ですから、森林除染

をしてほしいという要望は、さまざまなそこに関

わる方々からも当然出てきておりますし、地域住

民の皆さんもここのところが非常に苦しい状況で

あります。 

国の方針として、実は20ｍのところまでは除染

をするということは決めましたけれども、その後、

どういうふうに全体的に除染をしていくか。当時

の細野環境大臣は、最初、報道の中では、森林除

染はしないという報道がされた後、実は大変ない

ろいろな問題が起き上がりまして、その後、やら

ないとは言っていませんと。かといって完全にや

るともなかなか言い切れなかったという苦しい胸

の内、状況があります。 

今度の政権でも、果たして除染を、どこまで森

林除染も含めてやっていくのかということは、大

きな課題の 1 つとなると思います。しかし、除染

がやはり命なんです、福島県にとっては。ここが

非常に難しい政治判断、決断が求められることに

なってくると思います。 

 

司会 ありがとうございました。あと雇用の話

で、先ほど、コドモエナジーさんのお話があって、

ちょっとさっき控室でお話を聞いたんですけれど

も、コドモエナジーの岩本社長は、今回の事故が

起きた後に川内村にぜひお手伝いしたいというこ

とで、そのいきさつもちょっとお話しいただいて

よろしいでしょうか。 

 

増子 経済産業省で「ものづくり日本大賞」と

いうものを制定しています。その中で昨年の内閣

総理大臣賞を受賞したのがコドモエナジーさんな

んです。岩本社長なんです。そこで、岩本さんは、

福島県のために何かお役に立てればということで、

中小企業庁の役人と私のところにおいでいただき

ました。「大変ありがたい。岩本さん、ぜひ 1月

に帰町宣言をした川内村に行ってくれませんか」

というお話を申しあげたところ、すぐに「わかり

ました。そういうことならば行きます」というこ

とで決断をしてくれました。 

ただ、行くといっても徒手空拳のままで行くわ

けにはまいりませんので、やっぱり現地の受け入

れ態勢、それから企業立地に対するさまざまな制

度をどういうふうにして活用するかというふうな

課題がたくさんあります。ましてや雇用という問

題もありましたので、そこは川内の村長さんにぜ

ひ会ってほしいというお願いをして、うまくマッ

チングができました。 

おかげさまで雇用創出のための企業立地補助金、

最初は 1,700 億のお金を国から福島県に、これは

平時の場合なら数百年分なんですが、やっぱり産

業復興が雇用につながっていくということで大事

だということで、1,700 億の予算を出しました。

しかし、残念ながら福島県の使い方がちょっと間

違ったので足りなくなってしまいまして、さらに

401 億を追加いたしましたけれども、その中に、

企業立地補助金を岩本社長のところに県のほうで

しっかりとつけていただくことになりました。十

分ではなかったと思うんですが、こういう形の中

で川内村に行っていただくことが決まった。 

それはもちろん遠藤村長の熱い思いも伝わった

と思いますので、その後の経過は遠藤村長からお

話しいただければと思います。 

 

遠藤 ちょうど役場機能が戻った 4月に来られ
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まして、僕が果たした役割ではないんですけれど

も、一番の役割は、窓口に来られて、にこにこし

た女性職員、その笑顔をみて決めたと言っていま

すので、いい判断だったんだなというふうに思い

ます。何ら僕はやっていませんけれども。 

 

司会 では、皆さんのほうからどうぞ自由にご

質問をしていただきたいと思います。 

 

質問 いまの除染の仕方というのは、はぎ取り

なんですね。はぎ取りだから大量の廃土が出る。

そして、今度はそれをどこへやるかといってもめ

ている。だから、これは廃土じゃなくて、例えば

上を覆う覆土という方法があるじゃないか。覆土

にすれば生活環境にそれほど影響がないわけです

ね。それからまた廃土の処理という点は楽になっ

てくる。 

例を挙げますと、阪神大震災でも大量の瓦れき

が出た。これを結局どうしたかというと、これを

埋め立てに使いました。埋め立てると、そこに新

しい土地ができる。それを活用する。ただ、東北

の場合には漁港であり、漁業権もある。だからな

かなか難しいけれども、ある場所の漁港では覆土

をやっていますね。上を覆ってしまえば、水自体

には影響がない。こういうことも考えていかれた

らどうかと思うんですけれども、地元の方のお考

えとしてはどうですか。 

 

遠藤 はい、ありがとうございます。十分選択

肢として、考えられていることで、現にもう場所

によってはやられているところもあります。 

ただ、先ほど増子先生が言われたように、安心

感、気持ちの問題です。ひょっとしたら、そこに

放射性物質があって、覆土して、その物質がその

まま存在し続けて、その中で生活するということ

を住民の人たちがどうとらえていくかというとこ

ろもありますね。 

いま民家の除染がだいぶ終わりました。民家と

いっても家の周りの 20ｍも含めてですけれども。

残されているのは道路や水路、それから森林です

けれども、道路の除染なんかは、いま言ったよう

に覆土していく、あるいはアスファルトの上にも

う一度アスファルトをやっていくという、そうい

う工法もあるというふうに聞いております。場所

あるいは土壌の土質によっては、いまおっしゃら

れることも十分可能だなというふうに思います。 

 

増子 いいですか、ちょっとこの件について。

除染の方法はいろいろあります。もちろん、先ほ

どお話しされたとおり、天地替えといいまして、

入れかえるんです。これもあります。表土をはぐ

こともあります。上から押しつけることもありま

す。基本的に環境省のデータ等も含めてみると、

表土をはぐことが一番効果のある方法なんですね。

ただ、問題は、それをどこで処分するか。そうす

るとセシウムを除去する方法、いろいろと環境省

もすでに100いくつかの実証の検証をして、30ぐ

らいは実証成果として報告をしているんですが、

なかなか実用化しないという問題もあります。 

未確立な除染方法 

ですから、まさに除染の方法が、これがいいと

いうことがまだ十分な決め手が日本では確立して

いないというところに大きな課題があります。先

ほど申しあげたとおり、中間貯蔵施設ができれば、

1 つにはセシウムを除去した方法を大規模で実用

化して、中間貯蔵施設に持っていけばいいんです

が、なかなか地域住民としては、放射性物質のあ

るものを仮置き場に置いておくということはでき

ないんですね。ですから、東北の震災の瓦れき、

たぶん福島原発の影響があるから、これはうちで

は受け入れられないという全国的な課題も依然と

して残っているわけです。ですから、ましてや福

島県のそういう表土、あるいは天地がえをしたけ

れども、まだだめだというさまざまな問題が出て

くるときに、本当にどうしたらいいんだろうかと

いうことが最大の課題だと思っております。 

除去、私はやっぱり先ほど申しあげたとおり、

中間貯蔵施設を早くつくること。そして減容化と

いうものをどこでやるか。中間貯蔵施設に放射性

廃棄物を全部運び込んで、そこでやるのか、仮置

き場の近くに減容施設をつくってやるのか、これ

また全然違うんです。中間貯蔵施設に運ぶとなる

と、例えば郡山から、双葉郡のどこかにできたと

しますと、その搬送の行程の中で、場合によって

は地域住民の皆さんから、うちの町を通らないで

ほしいという問題も出てくる。それから、トラッ

クで運ぶときに、トラックに遮へいの荷台をどう

いうふうにつくっていくんだとか、あるいはそれ

を運び込む人たちは放射能とのリスクの中でどう

いうふうに担保されるのかとか、さまざまな課題

が現実に出てまいります。 

最低400万ｔと言われていますから、4ｔトラッ

クで行くと 100 万台ですよね。たぶんもっと出る

んだと思うんです。この減容化の問題もまだ、当

時、細野大臣は中間貯蔵施設でやりたいという考
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えもにじませておりましたけれども、なかなか結

論が出ない。私はやはり仮置き場の近くに、それ

ぞれの地域に減容施設をつくって、そこで減容化

して運ぶことのほうが、コスト的にも技術的にも

安心感のうえでもいいのではないかというふうに

ずっと主張しておりますが、これも全く結論が出

ておりません。大変難しい問題であります。上か

ら押しつけるのも1つの方法だとは思いますが。 

 

質問 先ほど復興庁、行政の組織のお話の中で、

やはり中央から福島のほうに権限と財源を移さな

ければいけないと。これは本当に最初のころから

ずっと言われていることで、私もいつも感じると

ころなんですけれども、なかなかいかない。その

理由と、どうすればいいのかというところをもう

少し詳しく伺いたい。 

例えば、霞が関の方々の意識を変えなければな

らない。これもわかるんですが、では、だれが責

任を持って変えさせるのか。例えば極端な話、何

もできないのであれば、政治の側の力で首にすれ

ばいいじゃないか、極端な話。それができないの

はなぜなのか。実際に政権を担当されたお立場か

ら、どうすればいいのかということをお聞きした

いのと、また遠藤村長には、どうやってほしいか。

権限と財源を委譲して、具体的に何をしてほしい

か、そこを伺いたいんですが。 

復興庁局長クラスの併任を 

増子 政権を担当したときからの課題であるこ

とは、もう間違いありません。結局、福島のほう

に復興局ができましたけれども、復興局は30人ぐ

らいの人員でそれをやっていたんです。それから

出張所、南相馬といわきにありましたが、ここに

は実は数人。それも復興には基本的にあまり知見

のない、警察官をやっていた方とか、そういう事

例がありました。 

ですから、そこはまず私が、これは総理もそう

ですが、復興大臣等にも申しあげたのは、権限あ

る人の併任をかけなさい。いわゆる復興局と本省

の併任。それも局長クラス。そういう併任をかけ

ることによって、権限をやはりそこに与えたらい

いということで、当時、経産省も環境省も、ある

いは復興庁も、それぞれの局長クラスは福島県に

は出向きますけれども、最終的な仕事の場所はホ

ームグラウンドのそれぞれの本省にありますから、

それで一々行ったり来たりするだけではなかなか

らちが明かない。出先のほうでも、上がってきた

ものを本省に上げなければ決裁も、もちろん判断

もできないというところですから、併任をかけて

復興総局でやれるような体制をつくるのが絶対必

要だよといって、結果的には併任制度は適用され

たんです。 

ところが、運用面でいくと、なかなかそういう

ことが実施されなかったということは、本当に申

しわけないという気持ちでいっぱいなんです。財

源の使い方というのは、今度の自民党・公明党政

権の中でどういう形になっていくかわかりません

が、この官僚の壁を政治が突き破るというところ

は、少し私たちも弱かったかなと。 

ただ、体制ができないと権限委譲もできないの

で、先ほど申しあげたように、今回の復興再生総

局はそれをやってくれるのではないかと期待をし

ていますし、反省を込めて私どもも期待をしてい

るというところが率直な今の気持ちでございます。 

 

遠藤 売りは、やっぱりスピード感だと思いま

す。一元的にそこに権限と財源を投下して、そこ

で判断をして、即決即断というところです。これ

が 2年たって機能しなかったら、何のためのこの

2 年間だったのかなと。しっかりそういう教材が

あるわけですから、学習してほしいなというふう

に思いますね。 

現場サイドからして具体的に何をしてほしいか

ということですけれども、もう 2年です。僕のと

ころは、いまお話しさせていただきましたように、

戻れる環境があって、いま戻ろうとしています。

とても恵まれています。が、ほかのところは、ご

らんになったとおりです。何ら進んでいません。

瓦れきの処理もそうです。民家が壊れて、そして

セイタカアワダチソウが人間の背より高くなって。

ああいうところが依然としてこの 2年続いている

のが現状です。 

ですから、避難して、仮設や借り上げ、確かに

プライベートな時間は保たれたとしても、あの狭

い空間です。もう嫌になっています。あと 2 年我

慢してねと言ったら、たぶん、僕だったら爆発す

るんだろうと思います。 

ですから、まず短期的に、短期間で集中的に投

資をしていくということがいま必要です。そのた

めの復興総局だと私は思っていますので、そうい

うスキームができない、そういう制度では前に進

めないというならば、一度ぶっ壊す。そして、政

治家でもいいです、役員でもいいです、まずやっ

てもらう。前に一歩実行する、考える前にやる。

こういうことをしっかりと今度の総局にはぜひ示

してほしいと思います。 
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質問 除染の問題ですけれども、森林除染につ

いては、去年の夏だったですかね、環境省の有識

者検討会のほうで、生活圏と里山の境界から20ｍ

めどにという方向が固まりつつあった段階だった

でしょうか。そこで地元の皆さんが意見を述べら

れて、遠藤村長もいらっしゃったかと思いますが、

そういうやりとりを思い出しながら聞いておりま

した。 

東京におりますと、いつまで、どこまで除染を

するんだという空気がやっぱり官民の関係者問わ

ず出てきていると思います。村長のお話にもあっ

たとおり、地元の方は徹底した除染を望んでいる

中で、このまま行きますと、オール・オア・ナッ

シング的な対立に陥らないかということを心配し

ております。現実は100％も 0％もあり得ない問題

だと思うんですが、何らかうまく折り合いをつけ

て、現実性のある、実現性のあるやり方、効率的

という言葉はふさわしくないかもしれませんが、

やり方がないのだろうかと。そのあたり、村長は

どのようにお考えになっていますでしょうか。 

 

遠藤 はい、ありがとうございます。環境省の

回復会議にも私も意見陳述をしてくれということ

で出席をさせていただきました。あのときも、や

らないという選択肢はないと申しあげました。た

だ、森林の場合はかなりやはり難しいですよね。

技術的にどのような方法がいいのかということも、

まだ具体的に示されていません。それから、時間

の問題です。短期間なのか、あるいは長期間なの

かということですね。それから、やはりお金のこ

とでしょうかね。 

正直、僕はすべてやってほしいという気持ちが

ありますが、その折り合いということからすれば、

やはりいまの20ｍよりももう少し奥山。範囲とし

てはわかりませんけれども、やはり奥山はやる必

要があるだろう。それから、活動しているフィー

ルド、例えばシイタケの原木があって、そこで産

業が生まれている、あるいは子どもたちが遊ぶ空

間、森林浴をして、そういうイベントなんかに使

われるような空間、こういったところはぜひやっ

てほしいなと思いますね。 

悩ましい農地除染 

一番悩ましいです、森林除染は。僕のところは

先ほどお金を言いましたけれども、農地もそうな

んですよ。農地がきれいになりましたよと。いま

僕のところで農地で 15 億の除染費用をかけてい

ます。280ha くらいありますけれどもね。間もな

く終わります。しかし、きれいになった農地を、

最大の問題ですけれども、だれが耕すんですかと

いう、この問題。つまり担い手です。きれいにな

っても、ことし半分ほど作付やります。140ha く

らいやりますけれども、残りのところは、きれい

になっても作付ができない。物はきれいに安心し

てつくれるんですけれども、つくる人がやはり少

ない、いないということ。中山間地域については、

僕のところだけじゃなくて、これからこういう担

い手の問題があって、ひょっとしたらきれいにな

ったところも不耕地、あるいは遊休地、耕作放棄

地になってしまう可能性がありますね。 

答えにならないんですけれども、やはり森林の

除染に関しては時間、そしてイノベーション、技

術革新に期待したいなというふうに思いますね。 

 

質問 いろいろ帰村とか、そういうのがかなり

絶望的な状況で、いま除染しても耕作者がいない

とかというのはあるんですけど、放っておいても

疲弊する地域ですよね。それから、例えば補償金

の問題で対立があるとかないとかというのも、こ

れは原発立地のときも同じように、もらったとこ

ろと、もらわないところという対立は昔からあっ

たと思うんです。 

いろいろ難しい問題があると思うんですけれど

も、村長として、例えば、いまおっしゃったよう

に、4 割が帰っていますが、モデルとして、もう

帰村しない、離村モデルだと。例えば農業をやる

にしても、全国に過疎地はいっぱいありますよね。

だから、そういうところに新たに新天地をやると

か。かなりつらい決断だと思うんだけど。そうい

うことを 2年かかって考えるとかいうことはどう

なんでしょう。放射能ゼロにならないと帰らない

という人は、ずっと帰らないですよね、たぶん。

だから、その場合、そういうようなことまで含め

てきちっと提案していくみたいな動きというのは

あるんですか。 

ダイナミックな新たな村づくりを 

遠藤 リスクゼロというのは当然あり得ません。

そこまで追い込まれているというのがやはり今回

の事故の恐ろしいところでしょうかね。本来なら

ば、許される範囲が0か 100ではなくて、たぶん、

物事の柔軟な部分は当然あるんだと思うんですが、

今回の事故は 0か 100 かみたいな判断をせざるを

得ないというのが今回の事故の恐ろしいところで

すかね。 

いま、いろんなインフラを整備して、こういう
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状況がことしは少しずつ形になってあらわれてく

るところです。こういう状況を少し判断材料とし

て、判断の中でとらえてもらえれば、ただ、僕は、

三宅島や山古志村がそうだったように、ひょっと

したら 7割くらいの人たちはひょっとしたら戻れ

るのかなというふうに思っています。 

しかし、以前から、この震災の前から少子高齢

化は進んでいたんですね。今回の震災で時計がか

なり速く回って、いま 1,200 人戻っていますけれ

ども、その 65 歳以上の高齢化率がもう 65％以上

です。これではなかなか若い人たちが、次を担う

子どもたちがいませんので、地域の消滅につなが

っていくんだというふうに思います。 

言われたとおり、それぞれの判断を尊重しつつ

も、新たな住民を迎え入れる。あるいは、そうい

う川内村を応援していこうという人たちも中には

います。あるいは、大熊や富岡で避難をしている

人たちの中にも、なるべく近くで生活したいとい

う人たちもいます。そういう人たちをきちんと迎

え入れるような、いま住宅政策を考えています。 

こういったところで、僕はダイナミックに新た

な村づくりをしたいなというふうに思っています。

目標は、もともと3,000人ですけど、プラス2,000

人で 5,000 人。かつて高度成長の始まる前は、僕

のところも 6,000 人くらいの村民がいたんです。

ですから、十分受け入れるキャパはありますし、

そのくらいの、なかなか不安の中で、暗闇の中で、

光をみせていくということもリーダーの役目だと

思うんです。だから、そういうことを僕は住民の

人たちには言っています。 

ただ、現実は、しっかり足元をみながらも、対

応しながらも、やはり生きがいを与えていく。や

はり生きがいのないところにいくらお金を投下し

ても、これはむだ金です。ですから、希望とか目

標とか生きがいとか、そういったものをしっかり

と示しながら、現実的な対応もしていきたいなと

いうふうに思っています。 

 

司会 どうもありがとうございました。私のほ

うからまたちょっとお聞きしたいんですけれども、

やはり中間貯蔵施設に尽きてくるのかなという感

じがします。8 町村それぞれ本当に立場が違うと

いうところがあって、それもまたうまくいかない

というところなのかなと。 

双葉町長はこの前お辞めになって、これから選

挙になりますよね。また町長が出られるというこ

とをきょうニュースでやっていましたけれども、

遠藤さんと井戸川さんのお考えもかなり違うわけ

ですよね。地域の置かれた立場によって全然違う

というのはやむを得ないことだと思うんですけれ

ども、これを乗り越えていくには何が大事なので

しょうか。 

集中的な投資を 

遠藤 中間貯蔵だけではないですね。置かれて

いるいまの状況が違います。先ほど言ったように、

まだ 5 年、6 年先にしか戻れないという、こうい

う現実もありますし、いま戻ろうとしているとこ

ろがありますのでね。これを同じく国が判断して、

同じような手法でバックアップしていくというわ

けにはいかないと思いますよね。ですから、戻っ

ているところ、あるいはまだ避難を余儀なくされ

ている、こういうところの差異は生じてしようが

ないと思いますね。先ほど言いましたように、集

中的に短期的に投資をしていく。それから国にと

っても自治体にとっても、戻ることのほうがいい

んですよ。戻るために、あるいはもとの生活を取

り戻すためのお金を使っていく。こっちのほうが

ポジティブだというふうに思いますよね。 

ですから、当然、避難をしている、こういう現

実をしっかりサポートしながら、軸足は復興に向

けてどうするか。こっちのほうだと思いますね。 

ですから、8 カ町村の中でも、楢葉、広野、僕

のところはいま、それぞれ区域を解除して戻ろう

としています。こういうところはしっかりと戻れ

る状況を 1日も早くつくり上げていくということ

は、当然必要だと思います。 

まだ戻れないというところも、線量が低いとこ

ろもあるんですね。ですから、そういう一画を起

点として、戻れる環境をつくっていく。たぶん、

住民にしてみれば、戻れるのか戻れないのかとい

うよりも、戻るための作業が始まった、これは希

望だと思いますね。 

 

質問 中間貯蔵の問題ですけれども、結局は地

元の方々が話し合って決めるしかないんじゃない

かと思いますね。上からやれと言われたって、イ

エスという話にはならないでしょうから。そうす

ると、どのぐらいこれまでに話し合いをなさった

でしょうか。話し合いをするといったって、何と

なくみんなで話し合うだけじゃだめで、やっぱり

リーダーが必要だと思うんですけれども、そうい

う中間貯蔵を決める話し合いのときに、いいリー

ダーがいらっしゃったかどうか伺いたいんです。 

 

遠藤 僕は、中間貯蔵も大切ですけれども、そ
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の先はもっと大切だと思います。中間貯蔵は、30

年後には福島県内から運び出すよと言っています。

最終処分場に持っていきますと。その最終処分場

すら決まっていないんですよ。ましてや30年とい

う時間がどういう時間なのかなと思いますよね。

本当にいま約束して、30年後までそれを履行でき

るのか、こういう不安もありますし、持っていく

場所が決まらない。こういうぼやっとしたものを

地元だけで相談して決めろというのには、なかな

か難しいでしょうし、これを解決できるリーダー

は、ちょっといま双葉の中にはなかなか難しいの

かもしれませんね。 

最終処分場の問題 首相が判断を 

増子 その地元で決めるほうがいいという話な

んですが、双葉郡の中でも、原発立地地域、大熊、

双葉町の皆さん、たぶん、潜在的には自分のとこ

ろで受け入れなければいけないのかなあと思いつ

つ、なかなかそれを言えないんですね。心理的に

もさまざまな要因がありまして。周りからは、双

葉か大熊しかないじゃないかとまた言われるわけ

ですよ。そこでまた、人間ですから、「何言って

いるんだ。おれたちはいままで原発をやってきた

のに、今度ごみまでおれたちのところに預けるの

か」と、変な反発心が出てくるんですね。それで

なくても、矢板とか高萩に最終処分場をつくると

いっても、猛反対ですよね、地域の皆さんにとっ

ては。 

ですから、私は、これは誰かがある意味では悪

者にならなければいけない。それはいわゆるリー

ダーという表現かは別としまして、国の最高責任

者が──これは前に野田さんにも私、何度も言っ

たんです。国の最高責任者が、そこにつくらせて

ほしい、そのためにはこういうことと、こういう

ことをきちっとやりたい、やる、ということをし

かるべき時期に言わなければできないのではない

でしょうかと。30年後の最終処分場、法制化をす

るということも、本当にそれができるのかと言い

ました。 

遠藤村長がおっしゃるとおり、福島県の中につ

くらないといって、日本のどこかで受け入れてく

れるところがあるんでしょうか。ここも本音とし

て、皆さん、福島県には最後に来るのかなという

思いを持ちながらも、やっぱりそんなものは受け

入れられない。これは、原子力災害はもちろんで

すが、迷惑施設の問題、さまざま日本にあります

よね。火葬場をつくるときだって大変な問題が起

きるわけですよ。産業廃棄物の処分場だって同じ

ようなケースがありますよね。 

ですから、そういう面で、特に原発災害という

のは本当に日本にとっては初めての経験であり、

深層心理も含めて、口と腹と全く違う悩みがある

ということ。そのことだけはご理解をいただきた

いなと。 

私はやっぱり総理大臣だと思うんです。最終的

に決断、お願いをするということの立場のある方

は。それ以外、日本にいないと思っているのが私

の以前からの考え方です。 

 

質問 それは賛成です。ただ、総理大臣に決め

てもらう前に、やっぱり政治家か政府かが、ある

程度案をつくらなければいかんですね。そのため

には具体的に動く人がやっぱり必要じゃないんで

すかね。民主党はいま野党ですけれども、自分が

30年を考えたら、当然、政権に再び戻るというこ

とはあり得るわけですから、いまの野党のうちか

ら、自民党や公明党がぼやぼやしているなら我々

がやるぞというふうな気概を持って挑まれるおつ

もりはありますか。 

 

増子 それはもうもちろん。おかげさまで私も

福島県の各市長村長さんとの信頼関係はしっかり

築いていると自負をしておりますので、この月曜

日にも大熊の町長さんとも、浪江の町長さんとも、

1 時間ほどいろいろと話しました。いまの自公政

権の体制ができてから動こうと思っていましたの

で、先週の日曜日で大体体制が整ったなと思いま

したので、動き出しましたので、野党といえども、

これは責任を持って、先ほど申しあげたとおり、

新政権に協力をしながら、しっかりと対応してい

きたいなというふうに思っていますので、しっか

りやりたいと思っています。やります。 

 

司会 力強いお言葉をいただきました。ほかに、

最後にもう1問だけ。では、最後の質問をどうぞ。 

 

質問 私、大学で一応教授などやっております。

福島の学生がやはり何人かいまして、男の子は福

島に何としても戻りたいというのも中にはいるん

ですけれども、その子でさえ、やっぱり、妹はも

う絶対に福島にいるなと親が言うというんです。

女子学生はほとんどやっぱり、もう帰らないとい

います。 

これは相当厳しい話で、先ほど増子先生言われ

たんだけれども、福島で最終処分場か、あるいは

中間施設かを引き受けざるを得ないんじゃないか
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と福島の地元の人たちが思っているということは、

現実感覚として言えば、それが進まない限り、被

害が一番大きいのは福島の方ですから。だけど、

一般的に日本全体の中でいうと、さっきの学生の

話じゃないですけど、ほかの、電力の利用をした

東京都民をはじめ、えげつない言い方をすると、

もう汚れているところだから、そこに処分場を設

ければいいじゃないかと、本音で言うと、そうい

うことを考えている人たちは相当多くなる。それ

が先ほど言った風化現象の根底にあるんじゃない

かと私は思うんです。 

ですから、何とか現実的に処分場の問題を処理

しなくてはいけないということと、しかし、自分

たちは被害者なんだから、被害者がそういうこと

をやるべきではないんだという声をもっと大きく

言うということとは、これは現実の問題とちょっ

と矛盾することになるかもしれないけれども、や

はりいま言わないと、日本の風土が変わらないん

じゃないか。このまま、言ってみれば風化が進ん

でいくんじゃないかと私は思うんですが、どうで

しょう。 

電力消費者もリスク分担を 

遠藤 僕のところも、いま新たな村づくりの中

に、原発に依存しない、そういう村をつくろうか

な、つくっていきたいなというふうに思っていま

す。その中で、やはり今後、再稼働の問題とか、

いま言われたような中間貯蔵施設、そしてもっと

身近な、仮置き場が身近に存在し続けるというこ

とは、やはり今後戻ってくる人、それから新たな

村づくりについても、やはりイメージ的にも何ら

かの障害になっていくのかなと思います。 

受けざるを得ないと思いながらも、やはり僕の

気持ちの大部分のところでは、これは国の施策と

して判断してほしいなというふうに思いますね。 

それから、電気を使っている消費者のいろんな

恩恵ということになれば、いろんな考え方がある

と思いますが、やはりここはリスクを分担してい

くという方法も必要ではないでしょうかと考えて

います。何ら被災地で、被害を受けたところだけ

がすべてを受け入れるというのではなくて、分散

をしていくということもいかがでしょうかな、と

いうふうには感じています。 

 

増子 本質的な問題提起をされたと思うんです

ね。原発の事故におけるさまざまな問題点、弊害。

やっぱり汚れた県だという意識を潜在的に日本国

民の皆さんが持っているんだと思うんです。それ

を、声を大にして言う方もあるいはいらっしゃる

かもしれません。そしてもう 1 つは、やはり福島

県はお金ばかり要求をして、原発事故を盾に何で

も無心をする、というような、あるんですね、現

実にそういう声がかなり出てきて、私のところに

も随分届いているんです。 

だけど、福島県民からすれば、国の政策で原発

行政を進めてきたという中で、被害者だという意

識もあることもまた間違いないんです。それは原

発立地交付金でいい目をみんなちゃんとしたじゃ

ないかという考え方をよくおっしゃる方もいらっ

しゃいますが、私はそうではないと思っているん

ですが、ここのところは非常に悩ましい問題なん

です。 

ですから、中間、最終処分場の問題、福島県あ

りきということではなくて、結果としてそうなっ

たとしても、そのプロセスの中で、やはり国民の

皆さんに十分福島県というものを思いやっていた

だきながら、そして、なぜこういう事故が起きて

しまったのかという原因の本質的なものもちゃん

と明らかにしながら、そして福島県が今後、安全

基準ではなくて、安心基準というものの中で、福

島県民だけではなくて、川内村が、先ほど村長が

5,000 人、以前の 6,000 人までの人たちを呼び込

んで新しい村をつくりたいというときに、福島県

に新しい人たちがどんどん住めるような環境を、

この原発災害から私たちは乗り越えていかなけれ

ばいけない。 

私は 1 つの安心基準は、福島県にどんどん人口

が移入して、定住人口が増えることだと。それが

風化も払拭するし、原発災害から福島県が立ち直

ったなと、安心な福島県なんだなという形をつく

ることだと思っているんです。 

子ども、これ深刻ですよ。子どもは本当に。将

来、福島県の人とは結婚するなとまで言われなが

ら、福島県から生まれた子どもは、これから生ま

れる子どもは、やっぱり病気を持つ子どもだとい

うふうに、ある意味では差別的なことを受けてい

ることも事実なんです。それは福島県の子どもた

ちの中だって、出ていった方も、私は責めること

もできません。福島県に残って、いま生活してい

る子どもたちだって、みんなある意味では苦しん

でいるんです。 

私の孫なんか 2人いますけれども、一方は、も

う大丈夫だからといってプールにも行かせる、屋

外でも遊ばせる。福島県の食べ物も食べさせる。

一方の私の娘の孫は、屋外では遊ばせない。福島

県の農産物は基本的には食べさせない。ですから、
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片方は真っ黒で、片方は真っ白なんです、男の子

が。極端に違うんです。 

こういうことも含めて、福島県の子どもの未来

のことを考えたら、1 日も早く福島県は安全で安

心だという環境をどういうふうにつくっていくか。

それは私は政治の責任だと思っていますので、残

念ながら、私なんかは30年先はいませんけれども、

これからの政治をちゃんとやっていく人たちにも、

これを風化させないでつないでいかなければいけ

ない責任もあるんだろうなと思っています。 

 

司会 ありがとうございました。実はお 2人に

は2年前、震災が起きた後の4月 1日と 4月 5日

に日本記者クラブに来ていただきまして、そのと

きに書いていただいたのが、これが増子さんです、

「安心安全な日本 福島を国民の心で」というこ

とを 4月 1日に揮毫いただきました。遠藤さんに

は「必ず戻る！」ということを 4月 5日にお書き

いただきました。 

今回また書いていただいたんですけれども、そ

れを最後に紹介させていただきます。 

遠藤さんには、「川内村よ蘇れ！」と一言いた

だきました。 

増子さんには、「風化させない 子供達の未来

を創るため全力投球」という言葉をいただきまし

た。 

本当に東京にいると温度差というのがあって、

どんどん本当に風化しているなという感じも実は

しています。でも、せっかくこういうお話を直接

聞く機会もありましたし、こういうことが起きて

いるんだということをみんなに、周囲にも知らせ

ていって、風化を防ぐというのも我々の本当の役

割だと思いますので、よろしくお願いいたします。

きょうは本当にありがとうございました。 

 

（文責・編集部）

 


